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誓約書（野外ステージ使用について） 

１ 一般的事項 

□ 既納の使用料について、還付請求はしません。 

□ 使用承認を受けた権利を他人に譲渡、または転貸しません。 

□ 野外ステージの使用時間は設営等の準備及び仮設物の撤収を含め、４月から１０月は 

９時から２１時（音出し 20時）まで、１１月から３月は９時から１７時（音出し 16時）までを 

厳守します。 

□ イベント広場またはケヤキ並木を使用する場合は野外ステージとは別途、占用許可を 

受けます。 

 

２ 音量規制 

□ 野外ステージ正面で最大８５デシベル以下、ケヤキ並木で最大８０デシベル以下とし 

ます。 

□ 音量調整できない太鼓類（和太鼓など）は使用しません。 

□ 主催者・スタッフが常時、音量（音圧）の確認を行い、超過した場合は、ただちに主催 

者側で音量（音圧）を下げます。また、近隣住民から苦情が来た場合は、代々木公園 

サービスセンター及び野外ステージ職員及び警備員の指示に従います。 

 

３ 野外ステージでの打ち合わせ 

□ 使用日の７日前までに、野外ステージ使用に係る具体的な打合せを野外ステージ職 

員と行います。 

 

４ 設備 

□ 野外ステージの電気容量は、施設全体で１４０Ａ（Ｃ型）若しくは１２０Ａ(平行型)/１００ 

Vであることを承知し、音量（音圧）は最大にはしません。 

□ 野外ステージの予定観客数は、原則として観客席（移動式椅子）５００人分として企画 

します。また、椅子を使用しない場合、最大１，０００人として企画します。 

□ 発電機は、代々木公園サービスセンターまたは野外ステージ職員の事前許可を得た 

場合にのみ使用し、使用目的は照明電源のみとし音響電源には使用しません。 

 

５ 禁止行為等 

□ 使用目的以外には使用しません。 

□ 広告宣伝行為は承認を受けた範囲以外はしません。（広告宣伝行為とは、「○月○ 

日 ＣＤ発売記念」や「他会場でのライブ宣伝」等、広告宣伝目的行為一般を指します）。 

□ 承認なく、物件（音響・照明機材等）を持ち込みません。 

□ 出演者及びスタッフの飲酒行為は、野外ステージ内外を問わず、設営開始から撤収完 

了まで行いません。 

□ 酒酔い等で来園者等、第三者及び野外ステージ職員等に迷惑を及ぼす行為をする者 

は、出入禁止とします。 

□ 野外ステージ内への危険物の持込み、直火やスモークの使用、その他管理上支障のあ 

る行為はしません。 

□ 野外ステージ構造物に両面テープ（粘着物）を貼付することはしません。 

 

６ 管理態勢 

□ イベント開催にあたっては他の来園者や周辺環境に充分配慮するとともに、苦情等に対 

しては主催者側の責任において誠実に対応します。 
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□ 公園施設または第三者に被害を及ぼした時は、速やかにその補填をし、または賠償の 

責に応じます。 

□ 必要に応じて、主催者で警備員等係員を配置し、来園者等の安全確保及び違法駐車対 

策等に万全を期します。また、警察署、消防署等関係機関への届け出も行います。 

□ 野外ステージの使用にあたっては、管理上、安全上、衛生上の対策（分別ゴミ置場の確 

保等）をとります。 

また、これらの対策の不備により来園者等、第三者に被害を及ぼした場合は速やかに

対応し、その責に応じます。 

 

７ 塵芥の清掃搬出 

□ 清掃及び仮設物の撤去は使用承認期間内に行い、催しで排出したゴミ、紙屑について 

はステージ区域外であっても公園内のゴミ箱を使用せず、回収処分します。 

 

８ その他 

□ 車両の出入は必要最小限にするとともに、園内通行に際しては代々木公園サービスセ 

ンターまたは野外ステージ職員の指示に従うものとし、指示する場所以外には乗り入 

れ、留め置きをしません。また、機材の設置及び撤去のための車両の通行時間帯の安 

全対策については万全の措置を取り、第三者へ被害を及ぼした際は速やかに対応する 

とともに、賠償の責に応じます。 

□ 機材の搬入・搬出車両については主催者が管理するとともに、イベント名を記載した通

行証を掲出させます。駐車車両については、代々木公園サービスセンターまたは野外

ステージ発行の駐車許可証を掲出させます。 

□ マイク等の音響設備備品や照明について、備え付けのものを使用する場合は、取り扱 

いに十分注意し、破損、紛失したときは生じた損害を賠償します。 

□ 都市公園法その他の関係法令を遵守するとともに、本件使用に関する詳細については

代々木公園サービスセンター職員及び警備員の指示に従います。 

 

□ 公共的イベントの場合は、本誓約に従い申請書等を作成しています。 

□ 使用にあたり、以上の諸事項が遵守されていない場合は、使用承認

の取り消し、若しくは、野外ステージでのイベントの中止を勧告され

ても異議を申し立てないことを誓約します。 

令和  年   月   日 
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氏名（団体名又は代表者名）                
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代々木公園サービスセンター長 殿 


